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本
稿
で
は
、
学
童
保
育
の
施
策
に
関
わ
る

国
の
法
律
や
制
度
の
説
明
と
、
全
国
学
童
保

育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、全
国
連
協
）
が
行
っ

た
、
都
道
府
県
の
「
単
独
事
業
」
に
つ
い
て

の
調
査
の
結
果
な
ど
を
ご
報
告
し
ま
す
。

国
・
市
町
村
の

　
学
童
保
育
の
基
準

二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
、
全
国
に
は
三
万

三
六
七
一
（
支
援
の
単
位
）
の
学
童
保
育
が

あ
り
、
一
三
〇
万
五
四
二
〇
人
の
子
ど
も
た

ち
が
通
っ
て
い
ま
す＊

1
。

一
九
九
七
年
、
学
童
保
育
は
、「
児
童
福

祉
法
」
に
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
二
○
一
四

年
、
国
は
厚
生
労
働
省
令
「
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
」（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」）
を
定
め
、

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
各
市
町
村
が
「
基
準
条

例
（
自
治
体
の
最
低
基
準
）」
を
定
め
ま
し
た
。

現
在
、各
地
の
学
童
保
育
は
「
基
準
条
例
」

に
も
と
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
一

定
水
準
の
質
の
確
保
及
び
そ
の
向
上
を
図

る
」
た
め
に
国
が
示
し
た
「
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
運
営
指
針
」（
以
下「
運
営
指
針
」）
に
も

と
づ
い
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
設
備
運
営
基
準
」
で
は
、
職
員
配
置
に

つ
い
て
「
放
課
後
児
童
支
援
員
を
、
支
援
の

単
位
ご
と
に
二
人
以
上
配
置
」
と
し
、
子
ど

も
集
団
の
規
模
（
＝
支
援
の
単
位
）
を
「
一

の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は
、

お
お
む
ね
四
〇
人
以
下
と
す
る
」
と
定
め
て

い
ま
す
。

「
設
備
運
営
基
準
」
が
策
定
さ
れ
た
当
初
、

指
導
員
の
資
格
と
配
置
基
準
は
市
町
村
が

「
基
準
条
例
」
を
定
め
る
際
に
「
従
う
べ
き

基
準
」
と
し
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
の
、

施
設
の
広
さ
や
子
ど
も
集
団
の
規
模
な
ど
は

「
参
酌
基
準
」
と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た＊

2
。

し
か
し
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
「
第
九
次

地
方
分
権
一
括
法
」
が
成
立
し
、
す
べ
て
の

事
項
が
「
参
酌
す
べ
き
基
準
」
と
な
っ
た
省

学
童
保
育
の
施
策
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令
が
、
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
て

い
ま
す（「
第
九
次
地
方
分
権
一
括
法
」の「
附

則
」
に
は
「
施
行
後
三
年
」〔
二
〇
二
二
年

度
中
〕
に
見
な
お
し
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
）。

な
お
、「
従
う
べ
き
」
や
「
参
酌
」
は
、

市
町
村
が
条
例
の
基
準
を
決
め
る
と
き
の
取

り
扱
い
の
こ
と
で
す
。
市
町
村
の
定
め
た
条

例
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
「
最
低
基
準
」
で
、

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。学

童
保
育
に
関
わ
る

　
国
の
予
算
や
事
業

国
の
予
算
や
事
業
の
な
か
で
特
徴
的
な
も

の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

◆
運
営
費
に
つ
い
て

学
童
保
育
の
運
営
費
（
指
導
員
の
人
件
費
、

施
設
管
理
費
、
お
や
つ
の
提
供
、
研
修
費
な

ど
）
は
、
運
営
形
態
を
問
わ
ず
、
公
的
な
お

金
（
国
や
都
道
府
県
・
市
町
村
か
ら
の
補
助

金
）
と
保
護
者
負
担
（
保
育
料
）
で
ま
か
な

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

国
の
補
助
金
は
、
国
の
定
め
た
実
施
要
綱

に
記
載
さ
れ
た
要
件
を
満
た
し
た
「
市
町
村

が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
」
に

対
し
て
出
さ
れ
ま
す
。
登
録
児
童
数
に
よ
っ

て
「
補
助
単
価
」
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
開

設
日
数
や
開
設
時
間
に
よ
っ
て
加
算
が
あ
り

ま
す
。
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
受
け
入
れ
に

際
し
て
は
、
指
導
員
の
人
件
費
に
対
す
る
加

算
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、「
設
備
運
営
基
準
」
の
参
酌
化
に

と
も
な
い
、
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
は
、
①
原

則
、「
設
備
運
営
基
準
」
ど
お
り
に
放
課
後

児
童
支
援
員
等
を
配
置
し
た
場
合
、
②
放
課

後
児
童
支
援
員
一
名
の
み
を
配
置
し
た
場
合
、

③
補
助
員
の
み
を
原
則
二
名
以
上
配
置
し
た

場
合
、
④
補
助
員
を
一
名
の
み
配
置
し
た
場

合
と
、
職
員
配
置
等
に
応
じ
た
補
助
基
準
額

が
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
二
〇
二

一
年
度
の
新
規
事
業
は
本
誌
二
〇
二
一
年
四

月
号
七
四
頁
参
照
）。

◆
指
導
員
の
処
遇
改
善
に
関
わ
る
補
助
金

国
は
、二
〇
一
五
年
度
か
ら
「
常
勤
職
員
」

を
配
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
放
課
後

児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
」（
Ａ
）
を
、

二
〇
一
七
年
度
か
ら
は
、
学
童
保
育
に
従
事

す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
の
「
勤
務
年
数
や

研
修
実
績
等
に
応
じ
た
賃
金
改
善
に
要
す
る

費
用
」
を
補
助
す
る
「
放
課
後
児
童
支
援
員

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
」（
Ｂ
）

を
予
算
化
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
二
〇
二
〇
年
度
の
実
施
状
況
を

見
る
と
、（
Ａ
）
は
三
四
〇
市
町
村
、（
Ｂ
）

は
四
三
二
市
町
村
し
か
実
施
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
理
解
を
広
め
、
さ
ら
な
る
活
用
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

◆
施
設
整
備
に
関
わ
る
補
助
金

二
〇
一
六
年
度
以
降
、「
待
機
児
童
」
が

発
生
し
て
い
る
場
合
等
を
対
象
に
、
新
た
に

学
童
保
育
を
整
備
す
る
際
の「
施
設
整
備
費
」

つ
づ
き
は
本
誌
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い


